
�愛媛県告示第４３５号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

住友別子病院 新居浜市王子町３番１号 医療法人住友別
子病院

平成３０年
３月３１日
まで
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�愛媛県告示第４３６号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� ２－（２，５－ジメトキシ－４－プロピルフェニル）エタンア

ミン及びその塩類

� ２－（２，５－ジメトキシ－４－メチルフェニル）－Ｎ－（２

－メトキシベンジル）エタンアミン及びその塩類

� ４－ヒドロキシ－Ｎ－イソプロピル－Ｎ－メチルトリプタミ

ン及びその塩類

� ４－アセトキシ－Ｎ－イソプロピル－Ｎ－メチルトリプタミ

ン及びその塩類

� ［５－（３－フルオロフェニル）－１－ペンチル－１Ｈ－ピ

ロール－３－イル］（ナフタレン－１－イル）メタノン及びそ

の塩類

� ナフタレン－１－イル（１－ペンチル－５－フェニル－１Ｈ

－ピロール－３－イル）メタノン及びその塩類

� Ｎ－ベンジル－１－（５－フルオロペンチル）－１Ｈ－イン

ドール－３－カルボキサミド及びその塩類

� ５－クロロ－３－エチル－Ｎ－［４－（ピペリジン－１－イ

ル）フェネチル］－１Ｈ－インドール－２－カルボキサミド及

びその塩類

	 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至っ

たため。

３ 失効の日

平成２７年４月４日
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�愛媛県告示第４３７号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

発 行 愛 媛 県
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１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成 果 の 名 称

西条市 津越の一部・中
野の一部

平成２４年度から
平成２５年度まで

西条市（津越の一部・
中野の一部）の地籍
図及び地籍簿

四国中央市 金砂町平野山１，２ 平成２５年度から
平成２６年度まで

四国中央市（金砂町
平野山の一部）の地
籍図及び地籍簿

四国中央市 新宮町馬立１０・
１１

平成２５年度から
平成２６年度まで

四国中央市（新宮町
馬立１０・１１）の地籍
図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２７年４月７日
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�愛媛県告示第４３８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市新谷字クス谷乙９１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字クス谷乙９１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第４３９号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告

示第２７６号）の一部を次のように改正する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

番号
海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域 番号

海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域

１～４９

省略

１～４９

省略

５０ 伊予

灘沿

岸元

怒和

漁港

海岸

松山

市

松山

市長

１，４６

７メ

ート

ル

基点１から基点１０までを

順次結んだ線並びに基点１０

、補助点１０、補助点７、補

助点４、補助点３、補助点

２、補助点１及び基点１を

順次結んだ線により囲まれ

た区域

基点及び補助点の表示

（角度の表示は、真北）

基点１は、松山市元怒和

甲５７５番５

地先岡防波堤右側基部の金

属標（Ｘ座標１０８４９１．５３５

Ｙ座標－８８６０４．６０５）

基点２は、基点１から３５２

度００分４０メートルの地点

５０ 伊予

灘沿

岸元

怒和

漁港

海岸

中島

町

中島

町長

基点１から基点１０までを

順次結んだ線並びに基点１０

、補助点１０、補助点７、補

助点４の１、補助点４の２

、補助点１及び基点１を

順次結んだ線により囲まれ

た区域

基点及び補助点の表示

（角度の表示は、真北）

基点１は、温泉郡中島町

大字元怒和字郷ノ内甲９４７番

地先岡防波堤右側基部の標

柱標（Ｘ座標１０８４９１．５３５

Ｙ座標－８８６０４．６０５）

基点２は、基点１から３５２

度４０．０メートルの標柱

��������������
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基点３は、基点２から３４８

度００分９２メートルの地点

基点４は、基点３から３３９

度３０分８０メートルの地点

基点５は、基点４から３３４

度００分９７メートルの地点

基点６は、基点５から３１３

度００分１７メートルの地点

基点７は、基点６から３３０

度００分１０５メートルの地点

基点８は、基点７から３３０

度００分１０４メートルの地点

基点９は、基点８から３１４

度３０分２７０メートルの地点

基点１０は、基点９から２２７

度３０分２０メートルの地点

補助点１は、基点１から

２４８度００分５０メートルの地点

補助点２は、基点３から

２５２度００分５７メートルの地点

補助点３は、基点３から

２５２度００分９７メートルの地点

補助点４ は、基点４

から２４１度００分１００メートル

の地点

補助点７は、基点７から

２２３度００分１１０メートルの地

点

補助点１０は、基点１０から

２５１度００分１００メートルの地

点

基点３は、基点２から３４８

度９２．０メートルの標柱

基点４は、基点３から３３９

度３０分８０．０メートルの標柱

基点５は、基点４から３３４

度９７．０メートルの標柱

基点６は、基点５から３１３

度１７．０メートルの標柱

基点７は、基点６から３２５

度１０５．０メートルの標柱

基点８は、基点７から３２５

度１０４．０メートルの標柱

基点９は、基点８から３１４

度３０分２７０．０メートルの標柱

基点１０は、基点９から２２７

度３０分２０．０メートルの標柱

補助点１は、基点１から

２４８度５０．０メートル の地点

補助点４の１は、基点４

から２４１度１００．０メートル

の地点

補助点４の２は、基点４

から２４１度５０．０メートルの地

点

補助点７は、基点７から

２２３度１１０．０メートル の地

点

補助点１０は、基点１０から

２５１度１００．０メートル の地

点

５１～５４

省略

５１～５４

省略

５５ 伊予

灘沿

岸神

ノ浦

漁港

海岸

松山

市

松山

市長

１，１９

０メ

ート

ル

基点１から基点１１までを

順次結んだ線並びに基点

１１、補助点１１、補助点８、

補助点７、補助点６、補助

点５、補 助 点４、補 助 点

３、補助点１及び基点１を

順次結んだ線により囲まれ

た区域

基点及び補助点の表示

（角度の表示は、真北）

基点１は、松山市神浦２１４

番１地先北東隅の標柱（Ｘ

座標１０６２０１．１１５ Ｙ座標－

８２２５３．７３２）

基点２は、基点１から２１７

度００分００秒１２０．０メートルの

地点

５５ 伊予

灘沿

岸神

浦漁

港海

岸

中島

町

中島

町長

１，１７

１．９

メー

トル

１ 温泉郡中島町大字神浦

字ミノコシ２７４番地北隅の

標識杭

２ １点より２１７度測線上

１２０メートルの点

３ ２点より１９３度３０分測線

上１９０．３メートルの点

４ ３点より３６３度測線上

２９７．３メートルの点

５ ４点より２５１度１０分測線

上８８．６メートルの点

６ ５点より２３４度３０分測線

上９６メートルの点

７ ６点より２２１度３０分測線

上６９．３メートルの点

８ ７点より２０４度測線上

７０．５メートルの点
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基点３は、基点２から１９３

度３０分００秒１９０．３メートルの

地点

基点４は、基点３から２５６

度００分００秒２９７．３メートルの

地点

基点５は、基点４から２４６

度００分００秒８８．６メートルの

地点

基点６は、基点５から２２７

度００分００秒９６．０メートルの

地点

基点７は、基点６から２１２

度００分００秒６９．３メートルの

地点

基点８は、基点７から２０４

度００分００秒７０．５メートルの

地点

基点９は、基点８から１８６

度００分００秒８６．６メートルの

地点

基点１０は、基点９から１６７

度４０分００秒５６．０メートルの

地点

基点１１は、基点１０から１３７

度００分００秒９６．３メートルの

地点

補助点１１は、基点１１から

４６度００分００秒５０．０メートル

の地点

補助点８は、基点８から

１１２度００分００秒５０．０メートル

の地点

補助点７は、基点５から

１５６度００分００秒５０．０メートル

の地点

補助点６は、基点４から

１２３度３０分２５秒８０．０メートル

の地点

補助点５は、基点４から

１４６度０１分１５秒１６１．２メート

ルの地点

補助点４は、基点３から

１６０度１５分５０秒１４９．４メート

ルの地点

補助点３は、基点３から

１５０度００分００秒５０．０メートル

の地点

補助点１は、基点１から

１４０度００分００秒３０．０メートル

の地点

９ ８点より１８６度測線上

８６．６メートルの点

１０ ９点より１６７度４０分測線

上５６メートルの点

１１ １０点より１４４度３０分測線

上９６．３メートルの点（中

島町大字神浦字アカサキ

２，６４９番地南防波堤基部）

１１′１１点より４６度測線上５０

メートルの点

８′８点より１１２度測線上５０

メートルの点

５′５点より１５６度測線上５０

メートルの点

３′３点より１５０度測線上５０

メートルの点

１′１点より１４０度測線上３０

メートルの点

以上１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０ １１

１１′８′５′３′１′１

の各点を結ぶ線により囲

まれた区域

愛 媛 県 報平成２７年４月７日 第２６６１号
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�愛媛県告示第４４０号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び伊予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路 ３・３・８ 南堀端町市場線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 伊予市上吾川の一部

�愛媛県告示第４４１号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の５第２項の規定により株式会社建築構造センターから構造計算適合性判定の業務を行

う事務所の所在地の変更の届出があったので、建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定（平成２３年１０月愛媛県告示第１２５２号）

の一部を次のように改正し、平成２７年４月１０日から施行する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�������
�愛媛県告示第４４２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、四国中央市土居町土地改良区から次のとおり土地改良事業の

工事が完了した旨の届出があった。

平成２７年４月７日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 樋の井手②地区 平成２７年３月５日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 田尾地区 平成２７年３月１６日

�������
�愛媛県告示第４４３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

浮穴土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年４月７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�������
�愛媛県告示第４４４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市保免土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年４月７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

５６～１８３

省略

５６～１８３

省略

改 正 後 改 正 前

２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 ２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地 名 称 事務所の所在地

省略 省略

鹿児島事務所 鹿児島県鹿児島市西千石町１１番２１号 南九州事務所 鹿児島県鹿児島市東千石町１番３号

省略 省略

��������������
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�愛媛県告示第４４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
北宇和郡鬼北町大字国遠６６１番３から

同大字６２９番２まで

旧 ６．０～１２．４ ０．１０６

新 ６．２～２７．０ ０．１０９

〃 〃
北宇和郡鬼北町大字国遠６２９番２から

同大字６３４番２まで

旧 ５．４～５２．０ １．０９１

新 ５．４～５２．０
１１．０～５６．０

１．０９１
０．６４０

〃 〃
北宇和郡鬼北町大字国遠６３４番２から

同大字７０２番２まで

旧 ５．０～２０．６ ０．１１０

新 ９．６～２９．２ ０．１１０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川中８４番から

同大字６８番３まで

旧 ３．４～７．０
６．０～１３．０

０．０４７
０．０４３

新 ６．０～２３．４ ０．０４３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線線
北宇和郡鬼北町大字父野川中８４番から

同大字６８番３まで
平成２７年４月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 俵津三瓶線

西予市三瓶町蔵貫字シモオオモト１８２０番５地先 旧 ５．２～７．３ ０．０１２

西予市三瓶町蔵貫字シモオオモト１８２０番６ 新 ５．２～８．９ ０．０１２

��������������

��������������
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�愛媛県告示第４４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第３９号

平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成２７年４月７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２６年１２月１４日執行

衆議院小選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

愛媛県第１区 ２５，０１２，６００円

愛媛県第２区 ２５，０６１，８００円

愛媛県第３区 ２３，１２０，５００円

愛媛県第４区 ２３，０４１，４００円

３ 報告書の要旨

� 愛媛県第１区

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 俵津三瓶線 西予市三瓶町蔵貫字シモオオモト１８２０番６ 平成２７年４月７日

選挙管理委員会告示

候 補 者 氏 名 塩 崎 恭 久 候補者届出政党 自 由 民 主 党
平成２６年１１月１９日から 第１回分

期 間
平成２７年１月３０日まで 第２回分

出納責任者氏名 小 泉 泰 方

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，７３６，０００円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２，９５０，３５６ （０）

全国美術商懇話会 ２００，０００円 選挙事務所費 ２，４１２，２７６ （０）

自由民主党 １０，０００，０００ 集合会場費 ５３８，０８０ （０）

愛媛県石油政治連盟 ５０，０００ 通信費 ３１０，１１１ （０）

日本商工連盟 ２００，０００ 交通費 ７０８，５５８ （０）

四国税理士政治連盟愛媛県支部 ５００，０００ 印刷費 １，７３６，４８０ （０）

全国質屋組合連合会 ２００，０００ 広告費 ２，０６５，３４９ （０）

近畿土地家屋調査士政治連盟 ３０，０００ 文具費 １５３，５０７ （０）

大阪土地家屋調査士政治連盟 ３０，０００ 食糧費 １９６，３３１ （０）

全国たばこ耕作者政治連盟 １００，０００ 休泊費 ０ （０）

全国たばこ耕作者政治連盟四国支部 ５０，０００ 雑費 ２２６，５９９ （０）

日本弁護士政治連盟 １００，０００

土地家屋調査士政治連盟近畿ブロック協議会 ３０，０００

愛媛県不動産政治連盟 １００，０００

全国商店街政治連盟 ５０，０００

全国中小企業政治協会 ５０，０００

日本公認会計士政治連盟 １，０００，０００
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愛媛県珠算普及政治連盟 ３０，０００

愛媛県中小企業政治協議会 ５０，０００

自動車流通政経懇話会 ５００，０００

ＴＫＣ四国政経研究会 １００，０００

ＴＫＣ全国政経研究会 ５００，０００

全国土地家屋調査士政治連盟 １００，０００

日本果樹農政協議会 １００，０００

日本司法書士政治連盟 １００，０００

全日本不動産政治連盟 ２００，０００

日本行政書士政治連盟 ３０，０００

日本酪農政治連盟 １００，０００

永 谷 次 夫 無 職 ５０，０００

古 川 一 夫 無 職 ５０，０００

その他の寄附 １件 ２０，０００

その他の収入 １２６，０００

今 回 計 １４，７４６，０００ 今 回 計 １０，０８３，２９１ （０）

総 計 １４，７４６，０００ 総 計 １０，０８３，２９１ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２４８，４００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ４９１，４００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 １，５６４，８５６円

報告書受理年 月 日
平成２６年１２月２６日

平成２７年１月３０日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 田 中 克 彦 候補者届出政党 日 本 共 産 党
平成２６年１１月２０日から

期 間 第１回分
平成２６年１２月１０日まで

出納責任者氏名 大 嶋 慶 太

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １２，０００ （０）

日本共産党中予地区委員会 ４，０１２，０００円 選挙事務所費 １２，０００ （０）

集合会場費 ０ （０）

通信費 ０ （０）

交通費 ０ （０）
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印刷費 ０ （０）

広告費 ０ （０）

文具費 １３，８７５ （０）

食糧費 １４，２６６ （０）

休泊費 ０ （０）

雑費 ０ （０）

その他の寄附 ０件 ０

その他の収入 ０

今 回 計 ４，０１２，０００ 今 回 計 ４０，１４１ （０）

総 計 ４，０１２，０００ 総 計 ４０，１４１ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２６年１２月２８日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 永 江 孝 子 候補者届出政党 民 主 党
平成２６年１１月２１日から 第１回分

期 間
平成２７年１月６日まで 第２回分

出納責任者氏名 永 江 弘 喜

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ９１２，０００円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １７４，９３２ （０）

民主党 ５，０００，０００円 選挙事務所費 ９９，７０８ （０）

民主党愛媛県総支部連合会 ２，０００，０００ 集合会場費 ７５，２２４ （０）

民主党愛媛県第１区総支部 ９９，７０８ 通信費 ５，３００ （０）

交通費 ５６，２００ （０）

印刷費 １，３１３，５００ （０）

広告費 ７７１，７２０ （０）

文具費 ３１５，２０３ （０）

食糧費 ２６４，０５３ （０）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （０）

その他の収入 ０ 雑費 １５６，５１７ （０）

今 回 計 ７，０９９，７０８ 今 回 計 ３，９６９，４２５ （０）

総 計 ７，０９９，７０８ 総 計 ３，９６９，４２５ （０）
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項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ５４０，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 １，８２０，６６１円

報告書受理年 月 日
平成２６年１２月２６日

平成２７年１月９日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

� 愛媛県第２区

候 補 者 氏 名 植 木 正 勝 候補者届出政党 日 本 共 産 党
平成２６年１１月２７日から

期 間 第１回分
平成２６年１２月１３日まで

出納責任者氏名 中 尾 暁 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３６，９４８ （０）

日本共産党東予地区委員会 ２，１２０，０００円 選挙事務所費 ２４，０００ （０）

日本共産党中予地区委員会 ２，０００，０００ 集合会場費 １２，９４８ （０）

通信費 ０ （０）

交通費 ２，３６０ （０）

印刷費 ０ （０）

広告費 ０ （０）

文 具 費 ４９，０６０ （０）

食 糧 費 ３５，９９２ （０）

その他の寄附 １件 １２，０００ 休 泊 費 ０ （０）

その他の収入 ０ 雑費 ３，９９６ （０）

今 回 計 ４，０２４，０００ 今 回 計 １２８，３５６ （０）

総 計 ４，０２４，０００ 総 計 １２８，３５６ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円
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選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２６年１２月２８日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 西 岡 新 所 属 党 派 無 所 属
平成２６年１１月２４日から 第１回分

期 間
平成２７年１月１９日まで 第２回分

出納責任者氏名 安 永 副 美

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，１８７，４００円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２７３，０００ （０）

新時代戦略研究会 ６５，０００円 選挙事務所費 ２７３，０００ （０）

集合会場費 ０ （０）

通信費 １４０，４５８ （０）

交通費 ２６，９００ （０）

印刷費 １，５８４，７００ （０）

広告費 ７７８，８３４ （０）

文具費 ３，２１３ （０）

食糧費 ４７，３２０ （０）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ３３，６８０ （０）

その他の収入 ３，０００，０００ 雑費 ９４，９１９ （０）

今 回 計 ３，０６５，０００ 今 回 計 ４，１７０，４２４ （０）

総 計 ３，０６５，０００ 総 計 ４，１７０，４２４ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２２５，０００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ８９７，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３１８，０００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 １８０，０００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ２，０８２，７００円

報告書受理年 月 日
平成２６年１２月２８日

平成２７年１月２１日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分
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候 補 者 氏 名 村 上 誠一郎 候補者届出政党 自 由 民 主 党
平成２６年１１月１９日から 第１回分

期 間 第２回分
平成２７年２月３日まで 第３回分出納責任者氏名 清 水 等

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，３６９，２５０円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １，９１８，６０６ （０）

自由民主党愛媛県第二選挙区支部 ５，０００，０００円 選挙事務所費 １，９１８，６０６ （０）

集合会場費 ０ （０）

通信費 ３６１，９３９ （０）

交通費 ４７，４５０ （０）

印刷費 １，８６４，９８８ （０）

広告費 １，４５６，１７２ （０）

文具費 ９６，８２９ （０）

食糧費 １９３，１７６ （０）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ３２，８５０ （０）

その他の収入 ３，０００，０００ 雑費 １，０６６，１６２ （０）

今 回 計 ８，０００，０００ 今 回 計 ８，４０７，４２２ （０）

総 計 ８，０００，０００ 総 計 ８，４０７，４２２ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 １，１３９，７８８円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３２０，３２８円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 ２，５８０，６１３円

報告書受理年 月 日

平成２６年１２月２９日

平成２７年１月１５日

平成２７年２月６日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

第 ３ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 横 山 博 幸 候補者届出政党 維 新 の 党
平成２６年１１月２４日から

期 間 第１回分
平成２６年１２月２９日まで

出納責任者氏名 倉 本 恭 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，１０２，２００円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３０，１３４ （０）

０円 選挙事務所費 ３０，１３４ （０）

集合会場費 ０ （０）
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通信費 ６，１７０ （０）

交通費 ５４，８３８ （０）

印刷費 １，４７２，９１０ （０）

広告費 １，６７３，４４６ （０）

文具費 １２，５４１ （０）

食糧費 ３９，２７８ （０）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （０）

その他の収入 ５，９００，０００ 雑費 ５７，０５２ （０）

今 回 計 ５，９００，０００ 今 回 計 ４，４４８，５６９ （０）

総 計 ５，９００，０００ 総 計 ４，４４８，５６９ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ７４７，５００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３２０，３２８円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 １，９９５，２２０円

報告書受理年 月 日 平成２６年１２月２９日 第 １ 回 報 告 分

� 愛媛県第３区

候 補 者 氏 名 一 色 一 正 候補者届出政党 日 本 共 産 党
平成２６年１１月２５日から 第１回分

期 間
平成２７年１月５日まで 第２回分

出納責任者氏名 山 地 美 知 一

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １５，３８０ （０）

日本共産党東予地区委員会 ４，０１２，０００円 選挙事務所費 １２，０００ （０）

集合会場費 ３，３８０ （０）

通信費 ２２，４２５ （０）

交通費 １，７００ （０）

印刷費 ８１８，０５０ （０）

広告費 ２９６，７４４ （０）

文具費 ２５，１７３ （０）

食糧費 ０ （０）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （０）

その他の収入 ０ 雑費 ２，８０２ （０）

今 回 計 ４，０１２，０００ 今 回 計 １，１８２，２７４ （０）

総 計 ４，０１２，０００ 総 計 １，１８２，２７４ （０）
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項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日
平成２６年１２月２９日

平成２７年１月１２日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 白 石 徹 候補者届出政党 自 由 民 主 党
平成２６年１１月２１日から

期 間 第１回分
平成２６年１２月１３日まで

出納責任者氏名 白 石 寛 樹

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ２，０１３，５００円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ７３０，４４３ （０）

小田原 ゆりか 会 社 員 １２０，０００円 選挙事務所費 ２０１，２００ （０）

神 岡 敦 子 会 社 員 １２０，０００ 集合会場費 ５２９，２４３ （０）

小 寺 正 臣 会 社 員 １２０，０００ 通信費 ０ （０）

貞 弘 和 孝 会 社 員 １２０，０００ 交通費 １０８，７４２ （０）

曽我部 孝 会 社 員 １２０，０００ 印刷費 １，２９１，０００ （０）

中野内 登美子 無 職 １２０，０００ 広告費 ５５５，４６１ （０）

西 原 正 二 会 社 員 １２０，０００ 文具費 ５，９５４ （０）

兵 頭 直 樹 会 社 員 １２０，０００ 食糧費 １１０，４１５ （０）

村 上 由美子 会 社 員 １２０，０００ 休泊費 ０ （０）

その他の寄附 １件 ２０，０００ 雑費 １８，３１１ （０）

その他の収入 ５，０００，０００

今 回 計 ６，１００，０００ 今 回 計 ４，８３３，８２６ （０）

総 計 ６，１００，０００ 総 計 ４，８３３，８２６ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ５６５，８００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円
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選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 １，８４６，４６１円

報告書受理年 月 日 平成２６年１２月２９日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 白 石 洋 一 候補者届出政党 民 主 党
平成２６年１１月１６日から

期 間 第１回分
平成２６年１２月２４日まで

出納責任者氏名 叶 谷 信 之

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，６０３，４６５円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３３５，２８０ （０）

大 野 祥 芳 住 職 ３０，０００円 選挙事務所費 ２６，４００ （０）

金 城 盛 弘 会 社 員 ２００，０００ 集合会場費 ３０８，８８０ （０）

民主党 ５，０００，０００ 通信費 ０ （０）

民主党愛媛県総支部連合会 ２，０００，０００ 交通費 ８２，４１７ （０）

河 内 中 会 社 員 ３０，０００ 印刷費 １，８６２，３２０ （０）

永 津 敏 孝 会 社 員 １００，０００ 広告費 ３５２，１９２ （０）

塚 田 清 彦 会 社 員 １００，０００ 文具費 ６，７０８ （０）

原 田 健 一 会 社 員 ５０，０００ 食糧費 ４８１，８１８ （０）

前 山 茂 子 会 社 員 ３０，０００ 休泊費 ２９，２００ （０）

� 木 宏 会 社 員 １００，０００ 雑費 ２５２，４３５ （０）

田 窪 秀 道 会 社 員 ３０，０００

その他の寄附 ８件 ９６，４００

その他の収入 ２０２，１９２

今 回 計 ７，９６８，５９２ 今 回 計 ５，００５，８３５ （０）

総 計 ７，９６８，５９２ 総 計 ５，００５，８３５ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 １，１３７，１２０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １５０，０００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ２，０１２，３２０円

報告書受理年 月 日 平成２６年１２月２５日 第 １ 回 報 告 分
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� 愛媛県第４区

候 補 者 氏 名 桜 内 文 城 候補者届出政党 次 世 代 の 党
平成２６年１１月１９日から

期 間 第１回分
平成２６年１２月２９日まで

出納責任者氏名 山 本 明 宏

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，２７５，０００円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ６２，５２３ （０）

次世代の党衆議院愛媛県第四支部 ５０，３２３円 選挙事務所費 ５０，３２３ （０）

椙 山 愛由美 無 職 １２０，０００ 集合会場費 １２，２００ （０）

山 本 明 宏 自 営 業 ４０，０００ 通信費 ６５９ （０）

山 口 大 樹 会 社 員 １００，０００ 交通費 １８０，９４０ （０）

亀 岡 拓 実 会 社 員 １２０，０００ 印刷費 １，８９５，５５２ （０）

有 田 大 志 無 職 １１０，０００ 広告費 ５５５，４６１ （０）

三 好 幸 代 会 社 員 １２０，０００ 文 具 費 ４，６５０ （０）

日本弁護士政治連盟 ５０，０００ 食糧費 １４５，１１４ （０）

菅 原 正 明 自 営 業 １００，０００ 休泊費 ２８３，２００ （０）

雑費 ２３，１７３ （０）

その他の寄附 ４件 ４０，０００

その他の収入 ７，０００，０００

今 回 計 ７，８５０，３２３ 今 回 計 ４，４２６，２７２ （０）

総 計 ７，８５０，３２３ 総 計 ４，４２６，２７２ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 １，１７０，３５２円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 ２，４５１，０１３円

報告書受理年 月 日 平成２６年１２月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 西 井 直 人 候補者届出政党 日 本 共 産 党
平成２６年１１月２７日から 第１回分

期 間
平成２７年１月９日まで 第２回分

出納責任者氏名 山 本 弘 志

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １００，０００ （０）
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日本共産党南予地区委員会 ３，９８９，１８０円 選挙事務所費 １００，０００ （０）

集合会場費 ０ （０）

通信費 ０ （０）

交通費 ０ （０）

印刷費 ７８９，０７８ （０）

広告費 ６１，９００ （０）

文具費 ２３，５３２ （０）

食糧費 ０ （０）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （０）

その他の収入 ０ 雑費 １４，６７０ （０）

今 回 計 ３，９８９，１８０ 今 回 計 ９８９，１８０ （０）

総 計 ３，９８９，１８０ 総 計 ９８９，１８０ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日
平成２６年１２月２８日

平成２７年１月１３日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 森 夏 枝 候補者届出政党 維 新 の 党
平成２６年１１月２１日から

期 間 第１回分
平成２６年１２月２２日まで

出納責任者氏名 白 木 と し 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３５７，４４３ （０）

０円 選挙事務所費 ３５７，４４３ （０）

集合会場費 ０ （０）

通信費 ０ （０）

交通費 ２０３，０１８ （０）

印刷費 １，９６８，４５１ （０）

広告費 １，３９７，３７８ （０）

文具費 ０ （０）

食糧費 １７，７４６ （０）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 １９９，６３０ （０）
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その他の収入 ３，８００，０００ 雑費 ０ （０）

今 回 計 ３，８００，０００ 今 回 計 ４，１４３，６６６ （０）

総 計 ３，８００，０００ 総 計 ４，１４３，６６６ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，０００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 １，１３７，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９０，０００円

計 ２，４１３，８５６円

報告書受理年 月 日 平成２６年１２月２９日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 山 本 公 一 候補者届出政党 自 由 民 主 党
平成２６年１１月２６日から

期 間 第１回分
平成２６年１２月２２日まで

出納責任者氏名 新 津 昌 雄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ２，１５０，０００円（０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２０８，４０２ （０）

自由民主党愛媛県第四選挙区支部 ５，０００，０００円 選挙事務所費 ７７，７６０ （０）

集合会場費 １３０，６４２ （０）

通信費 ０ （０）

交通費 ４９，５０９ （０）

印刷費 １，８９５，５５２ （０）

広告費 １，５０１，５４１ （０）

文具費 ３０６ （０）

食糧費 ２４８，６４４ （０）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ２８４，１００ （０）

その他の収入 ０ 雑費 ７３，０５５ （０）

今 回 計 ５，０００，０００ 今 回 計 ６，４１１，１０９ （０）

総 計 ５，０００，０００ 総 計 ６，４１１，１０９ （０）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 １，１７０，３５２円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円
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�公 告

環境影響評価準備書の縦覧及び説明会の開催について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第４１条第

２項及び愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第

２７条）第５２条の規定により読み替えて適用される同条例第１３条第１

項の規定により、次の都市計画対象事業に係る環境影響評価準備書

（以下「準備書」という。）を作成したので、同条例第４１条第２項

及び同規則第５２条の規定により読み替えて適用される同条例第１５条

の規定により、次のとおり公告し、準備書を縦覧に供する。

また、同条例第４１条第２項及び同規則第５２条の規定により読み替

えて適用される同条例１６条第２項の規定において準用する第７条の

２第２項の規定により、準備書の説明会を開催することとしたので、

併せて公告する。

なお、この準備書について、環境保全の見地からの意見を書面に

より提出することができる。

平成２７年４月７日

松山市長 野 志 克 仁

１ 都市計画決定権者の名称 松山市

２ 都市計画対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 松山衛生事務組合汚泥再生処理センター整備事業

� 種類 し尿処理施設（汚泥再生処理センター）の設置

� 規模 １日当たりの処理能力 ３７３ｋｌ

３ 都市計画対象事業が実施されるべき区域

松山市北吉田町７７番地３１ 外

４ 都市計画対象事業に係る直接影響を受ける範囲であると認めら

れる地域の範囲

松山市

５ 準備書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、松山市役所、松山衛生事務組合浄化セ

ンター

� 縦覧期間 平成２７年４月７日から平成２７年５月７日まで

� 縦覧時間 ８時３０分から１７時１５分まで

６ 準備書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限 平成２７年５月２１日まで

� 提出先 〒７９０－８５７１ 松山市二番町四丁目７番地２

松山市都市整備部都市政策課

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である準備書に記載された都市計画対

象事業の名称

ウ 準備書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 説明会の開催を予定する日時及び場所

� 開催日時 平成２７年４月１８日

� 開催場所 松山衛生事務組合浄化センター２階会議室

（松山市北吉田町７７番地３１）

�������
�公 告

環境影響評価書について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第２１条第２項の

規定により、次の対象事業に係る環境影響評価書（以下「評価書」

という。）及びその要約書を作成したので、同法第２７条の規定によ

り、次のとおり公告する。

平成２７年４月７日

四国風力発電株式会社

代表取締役 石 井 八 弥

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 四国風力発電株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役 石井 八弥

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目８－２８ ＦＴビル５階

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 僧都ウィンドシステム発電事業

� 種類 風力発電所の設置の工事の事業

� 規模 総出力１６，０００キロワット

（２，０００キロワット／基×８基）

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県南宇和郡愛南町僧都地区

４ 関係地域の範囲

南宇和郡愛南町

５ 評価書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛南町役場、愛南町御荘支所、僧都公民館、緑公民館、菊川

公民館、長月公民館、愛媛県庁、四国風力発電株式会社

� 縦覧期間

平成２７年４月７日から平成２７年５月７日まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定す

る休日及び閉庁日は除く。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 ２，４５１，０１３円

報告書受理年 月 日 平成２６年１２月２９日 第 １ 回 報 告 分

雑 報
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